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（補記） 

税理士法（以下、「法」という。）第１条では、「納税義務の適正な実現を図ること」が税

理士の使命として定められており、税理士の業務を規定する法第２条においては、納税行為

そのものは含まれておりません。また、令和４年法改正において新設された法第２条の３

（税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等）につい

ても、個々の納税者の納税手続上の利便の向上についてまで税理士が努力することは想定

されておりません。収受日付印の押なつの見直しについても言えることですが、税務行政の

ＤＸは税理士に税務行政の一端を担わせるかのような他力本願な施策が目立ち、自己都合

の要素が強いものが散見されます。よって、我々はこのような納税者への配慮に欠けた施策

は安易に受け入れるべきではないと考えております。 
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